
Ｎっ子相談支援団体 つながる会 設立総会議事録 

 

１ 日 時    平成 30 年 3 月 29 日（金）18 時から 19 時まで 

２ 場 所    福岡県北九州市小倉南区山手三丁目１２番２０号（事務所内） 

３ 出席者数   2 名（うち書面表決者 0 名、表決委任者 0 名） 

４ 審議事項 

(1) 議長選任の件 

(2) 議事録署名人に関する件 

(3) 設立趣旨に関する件 

(4) 定款に関する件 

(6) 入会金、会費に関する件 

(7) 財産に関する件 

(8) 設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について 

(9) 役員及び報酬に関する件 

(10) 設立代表者の選任について 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

(1) 議長に田中幸子氏が満場一致で選出された。 

(2) 議長より、議事録署名人に田中正志氏を選任したい旨の提案があり、審議の結果、全会

一致で可決された。 

(3) 設立趣旨に関する件 

議長より、別紙の設立趣旨により任意団体を設立したい旨の提案があり、審議の結果、

全会一致で可決された。 

(4) 定款に関する件 

議長より、別紙定款案が提出され、審議の結果、全会一致で可決された。 

(5) 入会金、会費に関する件 

議長より設立当初の入会金及び会費を、利用者個人からは、相談料金を徴収できないも

のとする。賛助会員は、団体設立趣旨に賛同する個人又は団体及び、業務委託者とする。

賛助会員（個人）入会金 5,000 円、年会費１口 5,000 円、賛助会員（団体）入会金 10,000

円、年会費１口 10,000 円とする旨提案があり、全会一致で可決された。 

(6) 財産に関する件 

議長より、財産目録案が提出され、審議の結果、全会一致で可決された。 

(7) 設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について 

議長より、設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について提案があり、審議の

結果、全会一致で可決された。 

(8) 役員及び報酬に関する件 

 議長より役員の選出について提案があり、審議の結果、理事に田中幸子氏、監事は暫定



的に田中正志氏が選出された。また、理事のうち代表に田中幸子氏に可決された。 

(9) 設立代表者の選任について 

 議長より、設立代表者について諮ったところ、田中幸子氏を選任することが全会一致で

可決された。なお、定款その他の書類に関する原案の骨子に変更のない程度の字句の修正

を設立代表者に一任することについて諮ったところ、全会一致で可決された。 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

平成 30 年 3 月 29 日 

議    長  田中 幸子   印   

議事録署名人  田中 正志   印   

   

 

 


